
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。

目 次

週刊 避難者応援情報紙

南相馬市 ---------------------- 2
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双葉町 ------------------------ 10

・個人さまに対する請求書類
「生命・身体的損害に係る賠償」
の発送について-------------- 11

・東日本大震災に係る
令和2年3月1日以降の
対応について---------------- 12

・3月の「ひばり」 ----------- 14
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●被災自治体News

●東京電力ホールディングス

●交流ルームひばり通信

3月4日発行

Vol.442

【お知らせ】

３月１１日に開催予定の

「東日本大震災 黙祷及

び献花」は、新型コロナ

ウイルス感染症対策の

ため、中止となりました。

●全国健康保険協会（協会けんぽ）

三条市の新型コロナウイルス関連情報は、ホームページ

をご覧ください。

「新型コロナウイルス感染症について」



被災自治体News

旧避難指示区域内の住民登録人口と居住人口の推移（2月29日現在）

3月3日HP更新

旧避難指示区域内の小高区および原町区の居住人口は、2月29日現在で4,218人とな

り、同区域内の住民登録人口（8,087人）に占める居住率は52．2パーセントになりま

した。

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

南相馬市からのお知らせ
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被災自治体News

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

避難指示区域別の世帯数と人口（2月29日現在）

3月3日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.442 3



被災自治体News

災害公営住宅入居者募集（3月分）

3月1日HP更新

次ページへ続きます

市では、これまで南相馬市民を対象に東日本大震災で家屋が半壊以上の判定を受けた方、

原子力災害により避難指示を受けて家屋を解体された方を対象として災害公営住宅入居者

を募集してきましたが、令和元年10月1日から以下のとおり申し込み資格を拡大してい

ます。

以前の申し込み資格

① 東日本大震災により居住していた住宅が全壊・全流出の世帯

② 東日本大震災により居住していた住宅が半壊・大規模半壊で解体した、または解体す

ることが確実である世帯

③ 原子力災害により避難指示を受けた世帯で、家屋を解体した、または解体することが

確実である世帯

※ これまでは、平成23年3月11日時点に南相馬市民で申し込み資格がある世帯が申し

込みできました。

拡大した申し込み資格

④ 市外で東日本大震災により居住していた住宅が半壊・大規模半壊以で解体した、また

は解体することが確実である世帯

⑤ 市外で東日本大震災により居住していた住宅が全壊・全流出の世帯

⑥ 現在でも原子力災害により避難指示を受けている世帯（居住制限者）

⑦ 原子力災害による避難指示が解除された区域で現に住宅に困窮している世帯

※ 平成23年3月11日時点で申し込み資格がある世帯であれば、市外の方でも申し込み

できます。

※ すでに復興公営住宅や災害公営住宅に入居している方（入居決定している人を含む）

や避難指示区域外に自己所有の住居を所有している方は申し込みができません。

※ 申し込み多数の場合は、市内でり災された方を優先します。

※ ただし、以下に該当する場合は、申し込みができません。

市税および過去に公営住宅に入居されていた場合の家賃に滞納がある方

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当する世帯

浜通り×さんじょうライフvol.4424



被災自治体News

次ページへ続きます

募集住宅

《鹿島区》

《原町区》

※ 家賃については東日本大震災特別家賃低減事業により減額される場合があります。

入居日

4月1日（水）

申込期限

３月１３日（金） ※郵送の場合は当日必着

申し込み方法

市建築住宅課へ、「災害公営住宅入居申込書」を提出してください。

申込書は、市建築住宅課で配布しています。また、市公式ウェブサイトからもダウン

ロードできます。

添付書類

住民票（世帯全員が記載されているもの）

所得証明書（入居希望者全員分）

納税証明書（入居希望者全員分）※完納証明書でも可

その他下記の書類

・申し込み資格①②④⑤の方

全壊の方はり災証明書の写し、半壊以上の方はり災証明書の写し、家屋の解体

証明書または解体申出書の写し

・申し込み資格③⑥⑦の方：被災証明書の写しなど

申し込み窓口

南相馬市役所 建築住宅課 午前８時30分～午後５時15分（土・日、祝日を除く）

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

5 栄町団地 1号棟103号室 1階 2DK 4年 19,000～50,400 1,000円/月

6 大町西団地 103号室 1階 2DK 5年 18,200～48,200 1,000円/月

7 大町西団地 504号室 5階 3DK 5年 21,700～57,500 1,000円/月

8 大町東団地 103号室 1階 2DK 6年 17,900～47,400 1,000円/月

9 大町南団地 502号室 5階 3DK 4年 22,000～58,300 1,000円/月

10 萱浜団地 8号室 1階 2DK 4年 17,400～46,200 1,000円/月

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 西町団地 4号棟202号室 2・3階 4DK 6年 23,400～62,000 あり

2 西川原団地 28号室 1・2階 3DK 6年 22,100～58,500 あり

3 西川原第二団地 3号棟102号室 1階 2DK 4年 15,400～40,800 1,000円/月

4 西川原第二団地 3号棟203号室 2階 3DK 4年 18,400～48,700 1,000円/月
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被災自治体News
募集要項、入居申込書

南相馬市災害公営住宅 入居者募集要項(Word)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/27/20200219_
2w957.docx

南相馬市災害公営住宅 入居申込書(Word)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/27/20200219_
0kq54.docx

南相馬市災害公営住宅 入居申込理由書(Word)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/27/20200219_
6luz0.docx

【郵送先・問い合わせ先】

〒975－8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 建築住宅課 市営住宅係 0244-24-5253TEL

今週の番組 60分 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 令和ひなめぐり [16分]

3. 旧避難指示区域内市民説明会 [28分]

4. ８市町村魅力ガイドブック“福相双”(ふくそうそう)完成発表会 [6分]

5. 南相馬見聞録～多珂神社～ [7分]

6. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [2/28～3/6]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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被災自治体News

市営住宅入居者募集（3月分）

3月1日HP更新

問い合わせ 建設部 建築住宅課 市営住宅係 0244-24-5253TEL

市営住宅の入居者を募集します。

入居資格や申し込み方法などについて、右QRコードから市公式ウェブサイトで確認の

上、お申し込みください。

申込者が重複した場合は、抽選会を開催し入居者を決定します。

入居日

4月1日（水）

公募期限

３月１３日（金） ※申し込み受け付けは、土・日曜日、祝日を除く。

入居者を公募する市営住宅

一般世帯の住宅

【市営住宅の入居基準】

•住宅に困っていることが明らかな方

•市町村税を滞納していない方（入居世帯の中で、課税されているすべての方）

•同居する親族がいる方（60歳以上の方など、単身入居可能な場合もあります。）

•暴力団員でないこと

•世帯の収入が基準を超えないこと

★ 間取り、駐車場料金、浴槽・風呂釜の有無など、詳細は、市営住宅公募

要項をご覧ください。

●令和2年3月市営住宅公募要項 (Excel)

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/27/20200219_313o6.xls

№ 区 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 小高 万ヶ廹団地 1-1号室 1・2階 3DK 15年 16,300～32,100 1,000円/月

2 小高 万ヶ廹団地 27-2号室 1・2階 3DK 9年 17,300～34,100 なし

3 小高 紅梅団地 D-2-2号室 1・2階 3DK 21年 18,500～36,300 1,000円/月

4 原町 二見町団地 2号棟403号室 4階 3DK 39年 14,300～28,100 1,000円/月

5 原町 三島町団地 1号棟301号室 3階 3DK 31年 16,600～32,600 1,000円/月

6 原町 北長野団地 1号棟308号室 3階 3DK 25年 18,200～35,700 1,000円/月

8 原町 北長野団地 4号棟205号室 2階 3DK 23年 18,800～37,000 1,000円/月
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被災自治体News

帰還困難区域の特別通過交通制度の改定について

3月4日HP更新

県道256号（県道253号～双葉町立入り規制緩和区域境、約2．6キロ）については、

帰還困難区域であることから一般車の通行が制限されていました。

しかしながら、当該路線上に常磐自動車道の常磐双葉インターチェンジが開業すること

に伴い、周辺市町村と双葉町を結ぶ主要幹線道路として、福島県全体の復旧・復興にとっ

て重要な道路であることから、制限なく通行できるよう要望が寄せられていました。

その要望を受け、3月4日（水）午前0時をもって、当該路線について、通行証の所持

・確認を要せず、当該区間を通過できることとなりました。

また、国道6号、県道35号および県道256号など一部の路線については、自動二輪お

よび原動機付自転車でも通行証の所持・確認を要せずに当該区間を通過できることとなり

ました。

軽車両（自転車など）および歩行者の通行規制は引き続き実施されます。注意

問い合わせ 復興企画部 危機管理課 防災係 0244-24-5232TEL

自動二輪、原動機付自転車通過可能ルートについては、
１３ページの図をご覧ください。
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被災自治体News

内部被ばく検査（ホールボディカウンター）の実施について

3月1日HP更新

浪江町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.442 9

検査日が４月から変更となります。

対象者

全町民（幼児については背筋が伸びた状態で椅子に一人座りができること）

検査日

【変更前】月曜日から金曜日および第2・第4土曜日 ※日曜日、祝日は休みです。

※12月29日から1月3日までは年末年始のため休みとさせていただきます。

【変更後】火曜日と金曜日（第2・第4週は火曜日と土曜日）※祝日の場合はお休みです。

※12月29日から1月3日までは年末年始のためお休みとさせていただきます。

検査場所

仮設津島診療所内 ホールボディ検査室（二本松市油井字大窪118）

検査時間

午前 午前9時～11時30分

午後 午後1時～4時 ※受付終了時間は、午後3時30分です。

所要時間

1人当たり20分程度

申し込み方法

事前に、希望日と時間帯を以下の問い合わせ先にご連絡ください。

※ 混雑の状況によっては、お待ちいただくことがあります。

【問い合わせ先】

●仮設津島診療所内ホールボディ検査室 080-2113-1287（火・金）

●仮設津島診療所 0243-24-1431（火・金以外）

※申込時間 午前8時30分～午後4時30分

TEL

TEL



被災自治体News

令和2年度双葉町会計年度任用職員追加募集のお知らせ

3月2日HP更新

双葉町からのお知らせ

雇用期間

4月1日～令和3年3月31日

募集期限

3月10日（火）

持参の場合：平日 午前8時30分～午後5時15分

郵送の場合：3月9日（月）までの消印有効

勤務地

双葉町役場いわき事務所（福島県いわき市東田町二丁目19-4）

募集業種等

◆上記の業務詳細は、ハローワーク求人票をご確認ください。

面接予定日および会場

※面接開始時間は通知等にて個別に連絡します。

※面接前に書類選考を実施します。書類選考の結果、不採用となる場合があります。

次ページへ続きます

区分 期日 場所

いわき事務所業務 3月18日（水） 双葉町役場いわき事務所

業務名
求人
職種

求人数 就業時間 業務内容

行政一般

事務補助
事務職 2

午前8時30分
～

午後5時15分

各課での事務および業務補助
(秘書広報課、総務課、教育総務課、復興
推進課、戸籍税務課、健康福祉課、産業
課、生活支援課、住民生活課)
※必要な経験等：パソコン操作、普通自
動車運転免許(AT可)

浜通り×さんじょうライフvol.44210
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福 島 復 興 本 社

2月26日

東京電力ホールディングス株式会社

福島復興本社

「生命・身体的損害に係る賠償」につきまして、以下の通りご請求の受付を開始させてい

ただきますので、お知らせいたします。請求書類をご希望される方は、大変お手数ですが、

末尾に記載の「福島原子力補償相談室（コールセンター）」までご連絡くださいますようお

願い申し上げます。

・ご請求対象期間：2019年12月1日から2020年2月29日まで（原則3カ月単位）

・ご請求受付開始：3月1日

なお、当社事故により避難等を余儀なくされたことで、生命・身体的損害による就労不能

損害を被られている方につきましては、「生命・身体的損害に係る賠償」にて就労不能損害

をご請求くださいますようお願い申し上げます。

問い合わせ
＜原子力事故による損害に対する賠償に関する問い合わせ先 ＞
福島原子力補償相談室（コールセンター）

0120-926-404 午前9時～午後7時(月～金（除く休祝日))
午前9時～午後5時(土・日・休祝日)

TEL

応募方法

1. 指定の履歴書・経歴書にご記入のうえ、お住まいのお近くの「ハローワーク」が発行

する「紹介状」と併せてご持参いただくか、もしくは郵送してください。

2. 休業手当または失業手当を受けている方が、給付を受けながらの雇用はできませんの

でご注意ください。

【応募先】

〒974-8212 いわき市東田町二丁目19-4

双葉町いわき事務所総務課行政係 0246-84-5200



協会けんぽおよび船員保険の加入者のうち、福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者

にかかる、令和2年3月1日以降の医療機関における窓口での一部負担金(※1)の免除措置につ

きましては、次の区分に応じて取り扱うこととなりました。

なお、令和2年3月以降も医療機関等における窓口での一部負担金の免除措置の継続となる

方には、更新した免除証明書を令和2年2月末にお送りしています。お手元に届かない場合は、

お手数ですが都道府県の協会けんぽ支部までお問い合わせください。

全国健康保険協会（協会けんぽ） 新潟支部 025-242-0262問い合わせ

対象区分 有効期限

令和元年度(平成31年度)に居住制限区域、避難指示解除準備区域
の指定が解除された区域の上位所得層(※2)に該当する方

令和2年9月30日

(※3)

令和元年度(平成31年度)までに帰還困難区域、居住制限区域、避
難指示解除準備区域が解除されない区域の方

令和3年2月28日

次の区域等の方であって、上位所得層(※2)に該当しない方

・旧緊急時避難準備区域の方

・特定避難勧奨地点の指定を受けていた方

・平成29年度までに居住制限区域、避難指示解除準備区域の指定
が解除された区域の方

(※1) 被保険者とその被扶養者が保険医療機関・保険薬局および指定訪問看護事業者で受けた

療養に係る一部負担金をいいます。

(※2) 上位所得層とは、事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額が、53万円以上の被

保険者をいいます。

(※3) 令和2年10月以降、上位所得層から一般所得層（標準報酬月額50万円以下）に所得区

分の改定が行われた場合は、改めて免除申請をしていただくことで所得区分の改定され

た月より免除措置の対象となり、一部負担金が免除されます。

TEL

【ご注意ください】

会社を退職するなどして保険証が変わった場合には、今回お届けした免除証明書は

使用できなくなります。

変更後の保険証が、引き続き「協会けんぽ」から発行されている場合は、あらため

て一部負担金の免除の申請をしていただきｍ免除証明書の交付を受けてください。
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被災自治体News
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避難先住所等の届け出について

市町村名 世帯数 人数

小高区 17 43

原町区 4 7

南相馬市 計 21 50

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 29 73

三条市に避難している
世帯数と人数(2020.3.4現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

交流ルームひばり通信

３月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

新型コロナウイルス感染症対策のため、
３/１５までお休みします。
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春分の日
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問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）
運営：さんじょう∞ふくしま「結」の会

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[運営時間] 日・水・金 午前10時～午後2時

月 午前10時～正午

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市役所 福祉課 福祉・公営住宅係

0256-34-5405TEL

※さんじょう∞ふくしま「結」の会

避難者と三条市のボランティアの有志で組織している団体で、「交流ルームひばり」の運営を無償で

行っています。「交流ルームひばり」へお気軽にお立ち寄りください。


